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注：      は、交換する部品を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

オートマチック・トランスミッションを搭載した車両において、トランスミッション・スキッド・プレート（トランスミッションの下に

取り付けられた保護部材）の形状が不適切なため、オフロード走行等でトランスミッション・スキッド・プレート上に異物が過

剰に蓄積する場合がある。そのため、そのまま使用を続けると触媒コンバータの熱により、異物が発火し、最悪の場合、車

両火災にいたるおそれがある。 

 

改善の内容 

全車両、トランスミッション・スキッド・プレートを対策品（トランスミッション・スキッド・バー）と交換する。 

 

識別 ： トランスミション・スキッド・バーの右側固定ボルト頭部に黄色ペイントを塗布する。 

車両を下から見た図 

（前方） 

基準不適合発生箇所 

トランスミッション・スキッド・バー 

（異物が蓄積しない形状に変更） 

（改善後） 
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